
⇨表 現
⇨著 作 権
⇨所 有 権
⇨著 作 者・人 格 権

講 師 ： 辻  哲哉（ Field-R法律事務所／東京）
特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン
理事。「人権の視点から考える『障害者アートと著
作権』（障害者芸術著作権等整備委員会編・2000 年・
日本障害者芸術文化協会）」の編著に参加。障害の
ある人のアートを仕事につなげるエイブルアート・
カンパニーの著作権の実務を支援しています。

「基本編」では、知的財産について学習しました。「応用編」では、

特に障害のある人のアート作品の商用利用における実務や課題につ

いて考えます。

ex：レンタル事業、２次利用、契約書のポイント、生成 AI 時代の       
     新たな知的財産の課題など

主　　　催 　群 馬 県／群 馬 県 障 害 者 芸 術 文 化 活 動 支 援 セ ン タ ー  こ ・ ふ ぁ ん　

共　　　催 　 栃 木 県／と ち ぎ ア ー ト サ ポ ー ト セ ン タ ー T A M  

企 画 協 力 　 南 東 北 ・ 北 関 東 広 域 セ ン タ ー （ N P O 法 人 エ イ ブ ル ・ ア ー ト ・ ジ ャ パ ン） 

２０２６年  ２月１２日 木　1 3 : 3 0 ̃ 1 6 : 3 0
会場：群馬会館　１階広間
               〒371-0026   群馬県前橋市大手町２丁目１－１

R i g h t s  ＆  A d v o c a c y   SEM I NAR
つ く る 人 と 使 い た い 人 の た め の 基 本 知 識
表 現 活 動 を 行 う 人 た ち に と っ て 大 切 な 権 利 で あ る 「 著 作 権 」。
著 作 権 と は ど ん な 権 利 で 、 ど う す れ ば 守 れ る の か 。
ま た 、 作 品 を 使 う 時 は 何 に 気 を つ け な け れ ば い け な い の か 。
つ く る 人 、 つ く る 人 を 支 援 す る 人  、 作 品 を 使 い た い 人 、 み ん
な で 「 著 作 権 」 の 基 本 的 な こ と を 学 ん で い き ま し ょ う 。 

障害のある人の
表現と著作権 権利擁護セミナー

応用編

※ 「応用編」については収録映像の提供はありません。 

受講希望者は「基本編」（2025 年 12 月 4日開催）を受講済み、もしくは収録動画の事前視聴が条件となります。
なお「基本編」事前視聴については受講申し込み後に視聴先URLを Eメールでお送りします。

 オ ン ラ イ ン で の
 申し込み も 可 能    ！ ！

申 し 込 み 方 法：申 し 込 み フ ォ ー ム で の 申 し 込 み 、 ま た は 、 電 話 、 F A X 、 メ ー ル で以下 の 内 容 を お  知 ら せ く だ さ い 。
① お 名 前   ② 電 話 番 号   ③メールアドレス   ④ご 住 所   ⑤ 所 属 先 （ あ る 方 の み ）
　 ※ 必 要 な 配 慮 が あ る 場 合 は 併 せ て お 知 ら せ く だ さ い。 

申 し 込 み フ ォ ー ム

https://ourl.jp/lGrVG


